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(57)【要約】
【課題】室温で液体状態である特定のイオン液体を使用
することにより、揮発性有機炭化水素ガスの吸収に優れ
た吸収液、及び当該吸収液を用いた高効率な揮発性有機
炭化水素ガスの除去方法を提供すること。
【解決手段】本発明では、イオン液体を含有する吸収液
に揮発性有機炭化水素ガスを含有する混合ガスを接触さ
せすることにより、混合ガス中に含有されている揮発性
有機炭化水素ガスを前記吸収液に吸収させる。イオン液
体は、(1) イミダゾリウム又はホスホニウムであるカチ
オンと、(2) アミド、サクシネート、サルフェート又は
スルホネートであるアニオンとから構成されるイオン液
体であって、カチオン又はアニオンの少なくとも一方は
、炭素数8以上20以下のアルキル側鎖を有する。揮発性
有機炭化水素ガスは、炭素数4以上14以下の飽和若しく
は不飽和炭化水素化合物又は炭素数5以上8以下の揮発性
芳香族化合物である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イオン液体を含有する吸収液に揮発性有機炭化水素ガスを含有する混合ガスを接触させ
ることにより、混合ガス中に含有されている揮発性有機炭化水素ガスを前記吸収液に吸収
させることを特徴とする、揮発性有機炭化水素ガスの除去方法であって、
　前記イオン液体は、
　イミダゾリウム又はホスホニウムであるカチオンと、
　アミド、サクシネート、サルフェート又はスルホネートであるアニオンとから構成され
るイオン液体であって、
　前記カチオン又は前記アニオンの少なくとも一方が、炭素数8以上20以下のアルキル側
鎖を有し、
　前記揮発性有機炭化水素ガスが、炭素数4以上14以下の飽和若しくは不飽和炭化水素化
合物又は炭素数5以上8以下の揮発性芳香族化合物である、除去方法。
【請求項２】
　前記カチオンは、1-メチル-3-オクチルイミダゾリウム、1-ブチル-3-メチルイミダゾリ
ウム、トリエチルオクチルホスホニウム又はトリへキシルテトラデシルホスホニウムのい
ずれかであり、
　前記アニオンは、ビス(トリフルオロメタンスルホニル)アミド、オクチルサルフェート
、ジ(2-エチルへキシル)スルホコハク酸又はドデシルベンゼンスルホネートのいずれかで
ある、請求項１に記載の揮発性有機炭化水素ガスの除去方法。
【請求項３】
　前記イオン液体が、化学式１～化学式６のいずれかである、請求項１又は２に記載の揮
発性有機炭化水素ガスの除去方法。
【化１】

【化２】
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【化４】
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【化６】

【請求項４】
　前記吸収液に前記揮発性有機炭化水素ガスを吸収させた後、前記吸収液に前記揮発性有
機炭化水素ガスを含有しないガスを接触させるか、又は前記吸収液を加熱及び／又は減圧
することにより、前記吸収液が吸収した前記揮発性有機炭化水素ガスを前記吸収液から放
散させ、
　前記吸収液を前記揮発性有機炭化水素ガスの吸収に再利用する、請求項１乃至３のいず
れか１項に記載の揮発性有機炭化水素ガスの除去方法。
【請求項５】
　イミダゾリウム又はホスホニウムであるカチオンと、
　アミド、サクシネート、サルフェート又はスルホネートであるアニオンとから構成され
るイオン液体を含有し、
　前記カチオン又は前記アニオンの少なくとも一方が、炭素数8以上20以下のアルキル側
鎖を有し、
　炭素数4以上14以下の飽和若しくは不飽和炭化水素化合物又は炭素数5以上8以下の揮発
性芳香族化合物である揮発性有機炭化水素ガスを吸収するための吸収液。
【請求項６】
　前記カチオンは、1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム、1-メチル-3-オクチルイミダゾリ
ウム、トリエチルオクチルホスホニウム又はトリへキシルテトラデシルホスホニウムのい
ずれかであり、
　前記アニオンは、ビス(トリフルオロメタンスルホニル)アミド、オクチルサルフェート
、ジ(2-エチルへキシル)スルホコハク酸又はドデシルベンゼンスルホネートのいずれかで
ある、請求項５に記載の揮発性有機炭化水素ガスを吸収するための吸収液。
【請求項７】
　前記イオン液体が、化学式１～化学式６のいずれかである、請求項５又は６に記載の揮
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発性有機炭化水素ガスを吸収するための吸収液。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大気圧条件下で100℃以下に融点を持つ特定のイオン液体を使用し、空気中
に存在する揮発性有機炭化水素ガスを効率よくイオン液体に吸収させることにより、空気
から揮発性有機炭化水素ガスを除去するための方法に関する。本発明はまた、そのような
除去方法への利用に適した特定のイオン液体から構成される揮発性有機炭化水素ガスの吸
収液に関する。
【背景技術】
【０００２】
　塗装又は印刷の技術分野においては、揮発性有機炭化水素を含有する塗料等が使用され
ることが多い。このような揮発性有機炭化水素は、室温においても揮発するため、換気を
頻繁に行う等して作業環境中の濃度を安全値以下に下げ、作業従事者が吸入しないように
注意する必要がある。
【０００３】
　一方、液体である有機物を主成分とする吸収液を使用して、特定の気体を吸収させる技
術も開発されている。例えば、特許文献１は、3成分以上の多成分混合ガスからイオン液
体を用いて二酸化炭素を分離回収する技術を開示している。また、特許文献２は、特定の
エポキシ化合物を含有する吸収剤によって揮発性有機化合物を除去する排気浄化方法を開
示している。さらに、特許文献３は、油と水とを撹拌混合して乳濁液を生成させ、該乳濁
液に排ガスを接触させることにより、排ガスに含まれる揮発性有機化合物を除去する方法
を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2010-248052号公報
【特許文献２】国際公開第2011/025030号
【特許文献３】特開2010-36136号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　揮発性有機炭化水素ガスを含有する塗料等を使用して塗装を行う場合、作業現場によっ
ては、十分な換気を実施できない場合もあり得る。例えば、船舶の内部を塗装する場合や
、大型タンク内部で作業するような場合である。このような場合には、送風機による換気
だけでは不十分であり、作業現場において空気中の揮発性有機炭化水素ガスを吸収する作
業も必要となる。
【０００６】
　揮発性有機炭化水素ガスの除去方法としては、(1) 活性炭を吸着剤として使用する吸着
法；(2) 界面活性剤水溶液を吸収剤として使用する吸収法；(3) 洗浄油を吸収剤として使
用するオイルスクラバー法：が知られている。
【０００７】
　(3)のオイルスクラバー法は、汎用性の高い技術ではあるが、装置が大型であり、作業
現場へと容易に持ち込むことはできない。(1)の活性炭法は、簡易、かつ、確実な除去効
果が得られるが、活性炭を再利用するためには活性炭を長時間、高温で加熱する必要があ
る。また、空気の湿度が高い場合には、揮発性有機炭化水素ガスの吸着量が低下すること
もある。さらに、(2)の吸収法も汎用性が高く、広範囲の処理ガス量に対応しやすいが、
吸収液の揮発損失が避けられず、有機炭化水素ガスの吸収量が十分ではないという問題が
ある。
【０００８】
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　本発明は、大気圧条件下で100℃以下に融点を持つ特定のイオン液体（好ましくは室温
で液体状態である特定のイオン液体）を吸収剤として使用することにより、混合ガス中の
揮発性有機炭化水素ガスを効率よく除去し得る除去方法を提供することを目的とする。ま
た、本発明は、混合ガス中の揮発性有機炭化水素ガスを効率よく除去し得る吸収液を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者等は、不揮発性及び不燃性を有するイオン液体を吸収剤の主成分として使用す
ることにより、揮発性有機炭化水素ガスを簡易に除去することができないかについて、鋭
意検討を続けた。その結果、本発明者等は、特定のイオン液体を含有する吸収剤を使用す
れば、溶剤等に汎用されている揮発性有機炭化水素ガスを効率よく吸収させ得ることを見
出し、本発明を完成させるに至った。
【００１０】
　具体的に、本発明は、
　イオン液体を含有する吸収液に揮発性有機炭化水素ガスを含有する混合ガスを接触させ
ることにより、混合ガス中に含有されている揮発性有機炭化水素ガスを前記吸収液に吸収
させることを特徴とする、揮発性有機炭化水素ガスの除去方法であって、
　前記イオン液体は、
　イミダゾリウム又はホスホニウムであるカチオンと、
　アミド、サクシネート、サルフェート又はスルホネートであるアニオンとから構成され
るイオン液体であって、
　前記カチオン又は前記アニオンの少なくとも一方が、炭素数8以上20以下のアルキル側
鎖を有し、
　前記揮発性有機炭化水素ガスが、炭素数4以上14以下の飽和若しくは不飽和炭化水素化
合物又は炭素数5以上8以下の揮発性芳香族化合物である、除去方法に関する。
【００１１】
　本発明はまた、
　　イミダゾリウム又はホスホニウムであるカチオンと、
　アミド、サクシネート、サルフェート又はスルホネートであるアニオンとから構成され
るイオン液体を含有し、
　前記カチオン又は前記アニオンの少なくとも一方が、炭素数8以上20以下のアルキル側
鎖を有し、
　炭素数4以上14以下の飽和若しくは不飽和炭化水素化合物又は炭素数5以上8以下の揮発
性芳香族化合物である揮発性有機炭化水素ガスを吸収するための吸収液に関する。
【００１２】
　前記カチオン又は前記アニオンの少なくとも一方は、炭素数8以上14以下のアルキル側
鎖を有することがより好ましい。炭素数4以上14以下の飽和若しくは不飽和炭化水素化合
物としては、炭素数4以上10以下のアルカンが好ましい。炭素数5以上8以下の揮発性芳香
族化合物としては、溶剤として汎用されるトルエン、ベンゼン、o-キシレン、m-キシレン
、p-キシレン又はピリジンが好ましい。
【００１３】
　イオン液体は、揮発性がなく、熱安定性及び化学的安定性が高いため、長時間吸収液（
吸収剤）として使用しても揮発又は分解による損失が少ない。また、水分含有量の高いガ
スを接触させても、水分を吸収しにくいいため、従来の吸収液又は活性炭のような吸着剤
と比較して、揮発性有機炭化水素ガスの吸収量の減少を抑制し得る。
【００１４】
　本発明を適用する揮発性有機炭化水素ガスを含有する混合ガスとは、揮発性有機炭化水
素ガスと、それ以外のガス成分とから構成されるガスを意味する。揮発性有機炭化水素ガ
ス以外のガスは、空気のような2種類以上のガス成分から構成されるガスであってもよく
、高純度窒素ガスのような1種類のガス成分から構成されるガスであってもよい。
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【００１５】
　本発明の吸収液は、特定のイオン液体を主成分として含有すれば足り、特定のイオン液
体の他に、特定のイオン液体以外のイオン液体類、ジエチレングリコール類、ジメチルシ
ロキサン類又はアルコール類等を含有してもよい。本発明の吸収液は、特定のイオン液体
濃度が50質量％以上であることが好ましく、70質量％以上であることがより好ましく、90
質量％以上であることがさらにより好ましい。
【００１６】
　前記カチオンは、1-メチル-3-オクチルイミダゾリウム、1-ブチル-3-メチルイミダゾリ
ウム、トリエチルオクチルホスホニウム又はトリへキシルテトラデシルホスホニウムのい
ずれかであり、
　前記アニオンは、ビス(トリフルオロメタンスルホニル)アミド、オクチルサルフェート
、ジ(2-エチルへキシル)スルホコハク酸又はドデシルベンゼンスルホネートのいずれかで
あることが好ましい。
【００１７】
　より具体的に、前記イオン液体は、化学式１～化学式６のいずれかであることが好まし
い。
【００１８】
【化１】

【００１９】

【化２】

【００２０】
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【化３】

【００２１】
【化４】

【００２２】
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【化６】

【００２４】
　本発明の揮発性有機炭化水素ガスの除去方法においては、
　前記吸収液と前記揮発性有機炭化水素ガスを含有する混合ガスとを接触させ、前記吸収
液に前記揮発性有機炭化水素ガスを吸収させた後、前記吸収液に前記揮発性有機炭化水素
ガスを含有しないガスを接触させるか、若しくは前記吸収液を加熱及び／又は減圧するこ
とにより、前記吸収液が吸収した前記揮発性有機炭化水素ガスを前記吸収液から放散（脱
離）させ、前記吸収液を前記揮発性有機炭化水素ガスの吸収に再利用することが好ましい
。
【００２５】
　イオン液体を含有する吸収液を使用する場合、揮発性有機炭化水素ガスを含有しないガ
ス（例えば、空気又は窒素ガス）を接触させる、又はイオン液体を含有する吸収液を、揮
発性有機炭化水素ガスを吸収した温度よりも5～100℃以上高い温度まで加熱する、及び／
又は揮発性有機炭化水素ガスを吸収した圧力よりも減圧することにより、吸収した揮発性
有機炭化水素ガスを吸収液から放散させ、吸収液を容易に再生し、再利用することが可能
である。放散させた揮発性有機炭化水素ガスは、適宜回収及び／又は処分され得る。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、揮発性有機炭化水素ガスを含有する混合ガスを、吸収液と接触させる
ことにより、混合ガスに含有されている揮発性有機炭化水素ガスを効率よく、特定のイオ
ン液体を含有する吸収液に吸収させ、混合ガスから揮発性有機炭化水素ガスを除去し得る
。また、揮発性有機炭化水素ガスを含有しないガスを接触させるか、加熱及び／又は減圧
により、特定のイオン液体を含有する吸収液を容易に再生し、再利用することも可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
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【図１】n-ブタンガスの吸収実験に使用された実験装置の構成を示す。
【図２】実施例１～６及び比較例１の吸収液に関する、n-ブタン吸収量の温度依存性を示
したグラフである。
【図３】VOC標準ガス（n-ヘプタンガス）の除去及び放散実験に使用された実験装置の構
成を示す。
【図４】実施例３～６及び比較例２の吸収液について、VOC標準ガス（n-ヘプタン標準ガ
ス）の流通時間とガスセル内n-ヘプタン濃度（ppm）との関係をプロットしたグラフを示
す。
【図５】実施例３～６及び比較例１～４の吸収液について、VOC標準ガス（トルエン標準
ガス）の流通時間とガスセル内トルエン濃度（ppm）との関係をプロットしたグラフを示
す。
【図６】n-ヘプタンガス除去試験終了後の実施例３～６及び比較例２の吸収液についてVO
C放散実験の経過時間とガスセル内n-ヘプタン濃度（ppm）との関係をプロットしたグラフ
を示す。
【図７】トルエンガス除去試験終了後の実施例３～６及び比較例２の吸収液について、VO
C放散実験の経過時間とガスセル内トルエン濃度（ppm）との関係をプロットしたグラフを
示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の実施の形態について、適宜図面を参照しながら以下に説明する。本発明は、以
下の記載に限定されない。
【００２９】
　（実験に使用した吸収液の種類）
　揮発性有機炭化水素ガスの吸収液（吸収剤）として、以下の吸収液を使用した。
　　１）[omim][Tf2N]：1-オクチル-3-メチルイミダゾリウム ビス(トリフルオロメチル
スルホニル)アミド（実施例１のイオン液体、化学式１）；
　　２）[bmim][C8SO4]：1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム オクチルサルフェート（実
施例２のイオン液体、化学式２）；
　　３）[P2228][Tf2N]：トリエチルオクチルホスホニウム ビス(トリフルオロメチルス
ルホニル)アミド（実施例３のイオン液体、化学式３）；
　　４）[P666,14][Tf2N]：トリヘキシルテトラデシルホスホニウム ビス(トリフルオロ
メチルスルホニル)アミド（実施例４のイオン液体、化学式４）；
　　５）[P666,14][DBS]：トリヘキシルテトラデシルホスホニウム ドデシルベンゼンス
ルホネート（実施例５のイオン液体、化学式５）；
　　６）[P666,14][AOT]：トリヘキシルテトラデシルホスホニウム ジ(2-エチルヘキシル
)スルホコハク酸（実施例６のイオン液体、化学式６）；
　　７）[bmim][Tf2N]：1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム ビス(トリフルオロメチルス
ルホニル)アミド（比較例１のイオン液体）；
　　８）[emim][ace]：1-エチル-3-メチルイミダゾリウム アセテート（比較例２のイオ
ン液体）；
　　９）PEG400：ポリエチレングリコール(分子量400／比較例３の吸収液)
　１０）超純水（比較例４）
【００３０】
　なお、比較例１～３の化合物の化学式は、以下の化学式７～８にそれぞれ示されるとお
りである。
【００３１】
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【化７】

【００３２】
【化８】

【００３３】
【化９】

【００３４】
　実施例２及び４と、比較例３として、市販の試薬（実施例２：Merck製、実施例４：Iol
itec製、比較例３：和光純薬製）を使用した。実施例２については、50℃で30時間減圧乾
燥してから使用した。実施例４については、70℃で30時間減圧乾燥してから使用した。比
較例３については、モレキュラーシーブスによって脱水してから使用した。実施例１、３
、５及び６と、比較例１及び２は、以下の方法によって合成された。
【００３５】
　（実施例１のイオン液体の合成）
　塩化1?メチル-3-オクチルイミダゾリウムの水溶液に、リチウム ビス（トリフルオロメ
チルスルホニル）アミドの水溶液を、1秒に1滴の割合で滴下した。滴下終了後、室温で12
時間撹拌した。有機相のみを取り分け、塩化リチウムが除去されるまで超純水によって洗
浄した。塩化リチウムが除去されたか否かは、洗浄後の超純水に硝酸銀水溶液を滴下した
場合の白濁の有無によって確認された。その後、減圧によって残留溶媒を留去し、さらに
、70℃で30時間減圧乾燥することにより、実施例１のイオン液体（[omim][Tf2N]）が得ら
れた。
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【００３６】
　（実施例３のイオン液体の合成）
　臭化トリエチルオクチルホスホニウムの水溶液に、リチウム ビス（トリフルオロメチ
ルスルホニル）アミドの水溶液を、1秒に1滴の割合で滴下した。滴下終了後、室温で12時
間撹拌した。有機相のみを取り分け、臭化リチウムが除去されるまで超純水によって洗浄
した。臭化リチウムが除去されたか否かは、洗浄後の超純水に硝酸銀水溶液を滴下した場
合の白濁の有無によって確認された。その後、減圧によって残留溶媒を留去し、さらに、
70℃で30時間減圧乾燥することにより、実施例３のイオン液体（[P2228][Tf2N]）が得ら
れた。
【００３７】
　（実施例５のイオン液体の合成）
　塩化トリヘキシルテトラデシルホスホニウムのジクロロメタン溶液に、ナトリウムドデ
シルベンゼンスルホネートの水溶液を、1秒に1滴の割合で滴下した。滴下終了後、室温で
12時間撹拌した。続いて、ジクロロメタン相のみを取り分け、塩化ナトリウムが除去され
るまで超純水によって洗浄した。塩化ナトリウムが除去されたか否かは、洗浄後の超純水
に硝酸銀水溶液を滴下した場合の白濁の有無によって確認された。その後、減圧によって
残留溶媒を留去し、さらに、50℃で30時間減圧乾燥することにより、実施例５のイオン液
体（[P666,14][DBS]）が得られた。
【００３８】
　（実施例６のイオン液体の合成）
　塩化トリヘキシルテトラデシルホスホニウムのジクロロメタン溶液に、ナトリウムジ(2
-エチルヘキシル)スルホコハク酸の水溶液を、1秒に1滴の割合で滴下した。滴下終了後、
室温で12時間撹拌した。続いて、ジクロロメタン相のみを取り分け、塩化ナトリウムが除
去されるまで超純水によって洗浄した。塩化ナトリウムが除去されたか否かは、洗浄後の
超純水に硝酸銀水溶液を滴下した場合の白濁の有無によって確認された。その後、減圧に
よって残留溶媒を留去し、さらに、50℃で30時間減圧乾燥することにより、実施例６のイ
オン液体（[P666,14][AOT]）が得られた。
【００３９】
　（比較例１のイオン液体の合成）
　臭化1?ブチル-3-メチルイミダゾリウムの水溶液に、リチウム ビス（トリフルオロメチ
ルスルホニル）アミドの水溶液を、1秒に1滴の割合で滴下した。滴下終了後、室温で12時
間撹拌した。有機相のみを取り分け、臭化リチウムが除去されるまで超純水によって洗浄
した。臭化リチウムが除去されたか否かは、洗浄後の超純水に硝酸銀水溶液を滴下した場
合の白濁の有無によって確認された。その後、減圧によって残留溶媒を留去し、さらに、
70℃で30時間減圧乾燥することにより、比較例１のイオン液体（[bmim][Tf2N]）が得られ
た。
【００４０】
　（比較例２のイオン液体の合成）
　N-エチルイミダゾール、炭酸ジメチル及びメタノールの混合溶液を調製した。この混合
溶液をステンレス製反応容器に封入し、120℃で24時間反応させることにより、1-エチル-
3-メチルイミダゾリウム メチルカーボネートを含む反応物が得られた。この反応物に、
室温条件下、1秒に1滴の割合で酢酸を滴下した。滴下終了後、室温で12時間撹拌した。続
いて、溶媒を減圧留去することにより、粗製1-エチル-3-メチルイミダゾリウム アセテー
トが得られた。これを、酢酸エチルによって10回洗浄した後、減圧によって溶媒を留去し
、さらに、40℃で96時間減圧乾燥することによって、比較例２のイオン液体（[emim][ace
]）が得られた。
【００４１】
　＜吸収液によるn-ブタンガスの吸収実験＞
　図１に示される実験装置を用いて、大気圧下、実施例１～６及び比較例１の吸収液（イ
オン液体）のn-ブタン吸収量を測定した。図１に示される実験装置は、窒素供給ライン１
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、コイル状の熱交換器７、ガラス製の反応容器１０、反応容器１０内に入れた回転子１１
を回転させるマグネチックスターラー１２、マグネチックスターラー１２の回転数を制御
するコントローラー９、熱媒１８を貯液及び温度調節する恒温槽１６、恒温槽１６内の熱
媒１８の温度を測定する白金測温体１４とそれに接続された温度表示器１５、恒温槽１６
内の熱媒１８の温度を調節する冷却水循環装置１７を備える。
【００４２】
　窒素は、窒素供給ライン１→三方バルブ４→流量計５→バルブ６→熱交換器７→バルブ
８を経て、反応容器１０内の吸収液１９へと供給される。一方、n-ブタンガスは、ガスボ
ンベ２→減圧弁３→三方バルブ４→流量計５→バルブ６→熱交換器７→バルブ８を経て、
反応容器１０内の吸収液１９へと供給される。窒素又はn-ブタンガスを吸収液１９へ供給
するときには、反応容器１０内の回転子１１をマグネチックスターラー１２によって回転
させ、吸収液１９を撹拌する。熱交換器７及び反応容器１０は、恒温槽１６の熱媒に浸漬
されているため、一定の温度に保たれる。反応容器１０に供給されたガスの一部は、吸収
液１９に吸収され、残部はバルブ１３を経て反応容器１０から排出される。
【００４３】
　図１に示される実験装置を用いた、n-ブタン吸収量測定フローを以下に説明する。
【００４４】
　まず、窒素雰囲気下、所定量（約10mL）の各吸収液を反応容器１０に分取する。その後
、反応容器１０の開口部をシリコン栓で封じる。反応容器１０全体の質量を分析天秤で計
測し、この質量から反応容器１０、回転子１１及びシリコン栓の質量を差し引き、反応容
器１０内の吸収液の質量Ｗ１を算出する。
【００４５】
　次に、反応容器１０にガス導入管及びガス放出管を取り付け、再度、質量を計測して反
応容器１０全体の質量Ｗ２を算出する。
【００４６】
　次に、反応容器１０を恒温槽１６内に設置する。ガス導入管をバルブ８に接続する。恒
温槽１６内の水温を25℃に保ち、窒素のみを反応容器１０へと供給し、反応容器１０内の
吸収液１９を窒素で置換する。一定時間（例えば60分）毎に反応容器１０全体の質量を分
析天秤で測定する。測定毎の質量変化が0.001g以下になった際の、反応容器１０全体の質
量をＷ３とする。
【００４７】
　次に、供給するガスを窒素からn-ブタンに切り替え、n-ブタンガスを反応容器１０へと
供給し、吸収液１９にn-ブタンを吸収させる。一定時間（例えば60分）毎に反応容器１０
全体の質量を分析天秤で測定する。測定毎の質量変化が0.001g以下になった際の、容器全
体の質量をＷ４とする。
【００４８】
　吸収液１９に吸収されたn-ブタンの質量ＷＣ４を下記式１に基づき算出する。
【００４９】
【数１】

【００５０】
　また、吸収液１９の1g当たりのブタン吸収量ｗＣ４を下記式２に基づき算出する。
【００５１】
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【数２】

【００５２】
　恒温槽１６内の水温を適宜変更し、前記４）～５）の操作と解析を行い、各温度におけ
るn-ブタン吸収量を算出する。その後、25℃で吸収されたn-ブタンの質量を再度計測し、
再現性を確認する。
【００５３】
　図２は、実施例１～６及び比較例１の吸収液について、n-ブタン分圧0.10MPaの条件下
における、吸収液1g当たりのn-ブタン吸収量の温度依存性を示すグラフである。いずれの
吸収液についても、温度が低いほどn-ブタン吸収量が多くなった。25℃の場合、比較例１
のn-ブタン吸収量は、0.013g/吸収液gであり、この吸収量は、比較例１の報告値（文献値
）と一致した。今回実施したn-ブタン吸収量の測定方法は、妥当性を有する実験方法であ
る。
【００５４】
　また、実施例１～６の吸収液のn-ブタン吸収量（25℃）は、0.021～0.068gであり、比
較例１のn-ブタン吸収量の1.6～5.2倍であり、n-ブタンガスを効率よく吸収し得ることが
確認された。特に、実施例４～６の吸収液のn-ブタン吸収量が多く、優れた揮発性炭化水
素ガスの吸収液として機能することが確認された。
【００５５】
　＜吸収液によるn-ヘプタンガスの除去実験＞
　図３に示される実験装置を用いて、常圧における各吸収液の揮発性有機炭化水素ガス（
VOCガス）除去量を測定した。図３に示される実験装置は、揮発性有機炭化水素標準ガス
（VOC標準ガス／n-ヘプタン標準ガス又はトルエン標準ガス）のガスボンベ２１、三方バ
ルブ２２，２３，２４，４８及び５０、バルブ４９、熱媒３３を貯液する恒温槽３６、熱
媒３３の温度を一定に調節するヒーター３７及び冷却水循環装置３８、吸収液３２を収容
する反応容器３１、反応容器３１に入れた回転子３４を回転させるマグネチックスターラ
ー３５を備える。n-ヘプタンガスの吸収実験を行う場合にはn-ヘプタン標準ガスのガスボ
ンベ２１を接続し、トルエンガスの吸収実験を行う場合にはトルエン標準ガスのガスボン
ベ２１を接続する。
【００５６】
　また、図３に示される実験装置は、気体中の揮発性有機炭化水素ガス濃度を測定するた
めのガスセル４７及び赤外分光装置４６を備える。パージ用窒素は、試験前後において、
ガスセル４７内を窒素で置換するために使用され、経路２６及び三方バルブ４８を経て供
給され、バルブ４９と経路４４を経て系外へ排出される。
【００５７】
　ガスボンベ２１から取り出されたVOC標準ガスは、質量流量計２５ｂによって流量を制
御されながら、経路２８、経路２９及び熱交換器４１を経て、反応容器３１内の吸収液３
２へと供給される。このとき、回転子３４はマグネチックスターラー３５によって回転さ
せておく。恒温槽３６内の熱媒３３は、ヒーター３７及び冷却水循環装置３８によって温
度を一定に調節される。それにより、反応容器３１内の吸収液３２の温度も一定に保たれ
る。
【００５８】
　吸収液３２へと供給されたVOC標準ガスは、一部は吸収液３２に吸収され、残部は経路
３０及び三方バルブ２４を経て反応容器３１から排気される。排気されたVOCガスは、質
量流量計２５ａから経路２７を経て供給される希釈用窒素で10分の1の濃度に希釈された
後、さらに経路４２、三方バルブ５０、経路４３及び三方バルブ４８を経て、ガスセル４



(17) JP 2017-148765 A 2017.8.31

10

20

30

40

50

７へと供給される。その後、経路４４及び経路４５を経て外部に排気される。
【００５９】
　図３に示される実験装置を用いた、VOC除去量の測定フローを以下に説明する。
【００６０】
　窒素雰囲気下で、所定量（約5mL）の吸収液を、ガス導入管とガス放出管が取付けられ
た反応容器３１に分取する。そして、反応容器３１全体の質量を電子天秤で計測し、この
質量から反応容器３１及び回転子３４の質量を差し引き、吸収液の質量を算出する。
【００６１】
　反応容器３１を恒温槽３６内に設置する。
【００６２】
　恒温槽３６の水温を25℃に保ち、三方バルブ２２を窒素側に切り替え、窒素を10mL/min
の流量で反応容器３１及びガスセル４７へと通気させ、反応容器３１及びガスセル４７内
を窒素で置換する。同時に、希釈用窒素を90mL/minの流量で供給する。一定時間毎に赤外
分光装置４６によって赤外スペクトルを測定し、VOCガス及び水に対応するピークが検出
されないことを確認する。
【００６３】
　次に、三方バルブ２３及び２４をバイパス側（経路２９及び３０を通過せず、バルブ２
３からバルブ２４へと至る経路）に切り替え、さらに、三方バルブ２２をVOC標準ガス側
（経路２２）に切り替える。VOC標準ガスを10mL/minの流量で供給し、一定時間毎に赤外
分光装置４６によってガスセル４７内の気体の赤外スペクトルを測定する。VOC由来のピ
ークの強度が変化しなくなった際のスペクトルを用い、VOC濃度を決定するための検量線
を作成する。
【００６４】
　三方バルブ２３及び２４をガスセル４７側に切り替え、VOCガス除去試験を開始する。
一定時間毎に赤外分光装置４６によって赤外スペクトルを測定し、赤外スペクトル及び検
量線から、VOC濃度の経時変化を観察する。
【００６５】
　3時間赤外スペクトルの測定を継続した後、三方バルブ２３及び２４をバイパス側に切
り替え、測定を終了する。
【００６６】
　図４は、実施例３～６及び比較例２の吸収液について、経過時間とガスセル内n-ヘプタ
ン濃度（ppm）との関係をプロットしたグラフを示す。Blankは、吸収液なしの測定結果で
ある。VOC標準ガス中のn-ヘプタン濃度は524ppmであった。比較例２の吸収液は、10分程
度の短時間でn-ヘプタンガスの吸収が飽和に達することが確認された。一方、実施例３～
６の吸収液は、180分経過後もn-ヘプタンガスを除去し続け、約150分経過後も、n-ヘプタ
ンの濃度を300ppm以下に低減し得ることが確認された。
【００６７】
　＜吸収液によるトルエンガスの除去実験＞
　図５は、実施例３～６及び比較例１～４の吸収液について、経過時間とガスセル内トル
エン濃度（ppm）との関係をプロットしたグラフを示す。Blankは、吸収液なしの測定結果
である。VOC標準ガス中のトルエン濃度は1480ppmであった。実施例３～６の吸収液は、18
0分経過後も、比較例１～４の吸収液よりも高効率にトルエンを除去し得ることが確認さ
れた。
【００６８】
　＜吸収液からのn-ヘプタン放散試験＞
　図３に示される実験装置を用いて各吸収液のVOC除去試験を行った後、吸収液からのVOC
放散試験を行った。VOC放散試験フローを以下に説明する。
【００６９】
　上記VOC吸収試験の６）に引き続き、放散試験を行う。バイパス側（経路２８及び４２
）及びガスセル４７に窒素を通気させ、経路２８、経路４２及びガスセル４７内を窒素で
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置換する。窒素は、質量流量計２５ａから90mL/minで、質量流量計２５ｂから10mL/minで
、それぞれ供給される。一定時間毎に赤外分光装置４６によって赤外スペクトルを測定し
、VOC成分及び水に対応するピークが検出されないことを確認する。
【００７０】
　反応容器３１を80℃に温調された恒温槽３６に浸し、三方バルブ２３及び２４をセル側
（経路２９）に切り替える。反応容器３１内に窒素を通気させて、VOC放散試験を開始す
る。一定時間毎に赤外分光装置４６によって赤外スペクトルを測定し、赤外スペクトルと
検量線より、ガスセル４７内のVOC濃度の経時変化を観察する。窒素通気中、回転子３４
はマグネチックスターラー３５を用いて回転させておく。
【００７１】
　2時間分析を継続した後、三方バルブ２３及び２４をバイパス側（経路２８及び４２）
に切り替え、測定を終了する。
【００７２】
　図６は、n-ヘプタンガス除去試験終了後の実施例３～６及び比較例２の吸収液について
、VOC放散実験の経過時間とガスセル内n-ヘプタン濃度（ppm）との関係をプロットしたグ
ラフを示す。Blankは、吸収液なしの測定結果である。図６より、120分程度の加熱及び窒
素通気によって、吸収されていたn-ヘプタンを吸収液からほぼ放散させ得ることが確認さ
れた。
【００７３】
　＜吸収液からのトルエン放散試験＞
　図７は、トルエンガス除去試験終了後の実施例３～６及び比較例２の吸収液について、
VOC放散実験の経過時間とガスセル内トルエン濃度（ppm）との関係をプロットしたグラフ
を示す。Blankは、吸収液なしの測定結果である。トルエン濃度は時間経過と共に徐々に
低下しており、実施例３～６の吸収液が、加熱及び窒素通気により再生可能であることが
確認された。
【００７４】
　揮発性有機炭化水素ガスの除去試験及び放散試験の結果から、本発明の吸収方法及び吸
収液は、揮発性有機炭化水素ガスを従来の吸収剤よりも効率よく吸収し、しかも容易に放
散させることが可能であることが確認された。また、高温に加熱することなく、吸収した
揮発性有機炭化水素ガスを放散させることも可能であり、吸収液を繰り返し、揮発ロスも
なく再利用し得ることも確認された。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明の吸収液及び吸収方法は、塗装業、化学工業又は船舶（機関室）等における作業
環境の改善、高い安全性が求められる移動体、例えば航空機又は車両等の室内環境の改善
、大気中への揮発性有機炭化水素ガスの放出を防止する技術として有用である。
【符号の説明】
【００７６】
　　１：窒素供給ライン
　　２：n-ブタンのガスボンベ
　　３：減圧弁
　　４：三方バルブ
　　５：流量計
　　６，８，１３：バルブ
　　７：熱交換器
　　９：コントローラー
　１０：反応容器
　１１：回転子
　１２：マグネチックスターラー
　１４：白金測温体



(19) JP 2017-148765 A 2017.8.31

10

20

　１５：温度表示器
　１６：恒温槽
　１７：冷却水循環装置
　１８：熱媒
　１９：吸収液
　２１：VOC標準ガスのガスボンベ
　２２，２３，２４，４８，４９，５０：三方バルブ
　２５ａ，２５ｂ：質量流量計
　２６，２７，２８，２９，３０，４２，４３，４４，４５：経路（ガスライン）
　３１：反応容器
　３２：吸収液
　３３：熱媒
　３４：回転子
　３５：マグネチックスターラー
　３６：恒温槽
　３７：ヒーター
　３８：冷却水循環装置
　３９：冷媒入口配管
　４０：冷媒出口配管
　４１：ガス導入管
　４６：赤外分光装置
　４７：ガスセル

【図１】 【図２】
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